
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

上
野

修
市

桜
井
市
大
字
戒
重
四
七
七

桜
井
市
大
字
高
家
二
一
四
四
番
ほ
か

番
地
の
一

一
筆

松
本

雅
規

宇
陀
市
榛
原
榛
見
が
丘
一

宇
陀
市
大
宇
陀
口
今
井
八
五
六
番

丁
目
九
番
一
号

バ
リ
ュ

ー
ジ
ュ
Ａ
二
○
一
号

中
田

真
之

桜
井
市
大
字
穴
師
二
二
一

宇
陀
市
大
宇
陀
本
郷
二
六
七
三
番
ほ

番
地
の
一

か
二
筆

ハ
ン
サ
ム
ガ
ー
デ
ン
株

大
阪
市
北
区
大
深
町
三
番

宇
陀
市
大
宇
陀
守
道
元
上
一
四
八
四

式
会
社

一
号

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト

番

大
阪
タ
ワ
ー
Ｂ
二
十
九
階

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
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